
 

 

 
 
  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第４回新産業の森西部地区まちづくり検討会を開催しました！ 

日時：３月 1１日（月）１８：３０～２０：３０ 

内容：①決議事項（検討会委員の補充について） 

   ②まちづくりの方針（案）について 

   ③意見交換 

第４回検討会では、これまで検討を重ねてきた『ま

ちづくりの方針（案）』について確認を行い、令和５

年度の検討会における成果として取りまとめました。 

令和5年度のまちづくり検討会の取組の経過をご紹介します！ 

第４号（令和６年４月） 
発行：新産業の森西部地区まちづくり検討会 

新産業の森西部地区まちづくりニュース 

▲検討会の様子（会場：御所見市民センター） 

【問合せ先（検討会事務局）】藤沢市都市整備部西北部総合整備事務所 

電話：0466-46-5162     e- mail：fj3-seihoku@city.fujisawa.lg.jp 

H P：https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/seihoku/machizukuri/toshi/shisaku/shinsangyo.html 

※検討会の実施状況等については、HP で公開していますので、ご覧ください。 
１  

新産業の森西部地区 

まちづくり検討会を発足し、 

まちづくりの具体化に 

向けた検討をスタート！ 

■テーマ：検討会発足と地域の魅力や課題等について 

■内容：①検討会の発足と決議事項 

②地区の概要について 

③意見交換（地区の魅力や課題、めざす将来像） 

 

 

 

■テーマ：まちづくりの方針（案）の更新について 

■内容：①決議事項（検討会委員の補充について） 

②まちづくりの方針（案）の更新について 

③意見交換 

■テーマ：まちづくりの方向性について 

■内容：①検討会の取組内容（３年間） 

②意見交換（まちづくりの方向性について） 

■テーマ：まちづくりの方針（案）について 

■内容：①まちづくりの方向性について 

②まちづくりの方針（案）について 

③意見交換 

ディスカッションにより

様々なアイデアを共有 

事務局から提案のあった

まちづくりの方針（案）に

ついて意見交換 

更新したまちづくりの方針（案）を確認し、令和

5 年度の検討会における成果として取りまとめ 

『新産業の森西部地区まちづくり検討会』では、これまでに計4回の検討会を実施し、新産業の森

西部地区における地区の魅力や課題、まちづくりの方向性を踏まえて、まちづくりの方針（案）を

検討しました。 

第１回検討会 ２０２３年１０月２７日 

第２回検討会 ２０２３年１２月１５日 

第３回検討会 ２０２４年２月１日 

第４回検討会 ２０２４年３月１１日 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  

令和 5 年度の検討会成果であるまちづくりの方針（案）をご紹介します！ 

土
地
利
用 

産
業
拠
点 

居
住
環
境 

産業ゾーンと住宅ゾーンはエリアを分

けたい 

人々が交流する土地利用にしたい 

道路付けに配慮し、将来需要予測に基
づく産業用地を確保する 

公共交通を利用しやすい住宅ゾーン
の形成 

居住環境に配慮した住宅ゾーンを形
成する 

孤立しないようにまとまった住宅ゾ
ーンを整備する 

居住者を対象とした生活利便施設（ス
ーパー・コンビニ等）を確保する 

農
業 

今ある農業を継続できるような土地
利用にする 

●交通利便性の高い新たな産業拠点の創出 

主要な道路からのアクセス性に配慮した、産業ゾ

ーンの形成をめざします。 

●快適で暮らし続けることのできる居住環境の形成 

安全安心や、公共交通の利便性に配慮した、暮ら

し続けることができる居住環境の形成をめざしま

す。 

居住環境の改善のため、既存の住宅を集約し、ま

とまりのある住宅ゾーンの形成をめざします。 

地区内居住者や通勤者等が利用できる生活利便

施設を確保することで、若者から高齢者まで誰もが

快適に暮らすことができる居住環境の形成をめざ

します。 

●農業に配慮したまちの形成 

農業を続けたい人が農業を続けられるような土

地利用や隣接する農地への影響に配慮したまちづ

くりをめざします。 

住宅ゾーンにも住民が憩えるような
小さな（身近な）公園を整備する 

今ある自然を残した公園にしたい 

居住者や通勤者、農家、スポーツする
人等、様々な人が自然と交流できる
ようなまち 

スポーツ広場は、機能を集約すること
で、土地を有効活用する 

公
園
・
み
ど
り 

公
園 

既存の森林や雑木林を活かす 

誰もが安心して利用できるような開
かれた公園を整備する 

み
ど
り 

ス
ポ
ー
ツ
広
場 

地元の人の憩いの場としてだけでは
なく、誰もが利用できる多機能型スポ
ーツ広場等として再整備 

周辺の大きな道路から入ることがで
き、駐車場が整備された広場 

●再整備等による多機能な広場づくり 

周辺道路からのアクセス性の確保や、駐車機能の

導入により利便性の向上をめざします。 

●自然環境を活用したみどりの空間づくり 

今ある緑地や樹林地等の保全・活用により、誰も

が豊かな自然を感じられる空間の創出をめざしま

す。 

●誰もが利用しやすい公園づくり 

土地利用に適した機能を導入し、今ある自然環境

を活用した、誰もが憩える、開かれた公園の形成を

めざします。 

広場の利用者が、スポーツや飲食、キャンプ、バー

ベキュー等、様々な活動ができる多機能な広場の形

成をめざします。 

スポーツ広場については、再整備や機能集約によ

る土地の有効活用をめざします。 

更新したまちづくりの方針（案） まちづくりの方向性 

商
業 

騒音や振動等の環境面に配慮した土
地利用にする 

更新したまちづくりの方針（案） まちづくりの方向性 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

3  

道
路
・
交
通 

地
区
内
幹
線

道
路

進出企業と協働による公共交通（バス
路線）の拡充 

（仮称）遠藤葛原線に公共交通（バス路
線）を引き込む 

生
活
道
路 

軸となる（仮称）遠藤葛原線の早期整
備 

地区内の狭い道路は、拡幅や歩道の
設置をしたい 

交通規制を導入した、安全な生活道路
を整備する 

公
共
交
通 

公共交通（バス路線）の拡充による住
みやすい環境の整備 

産業ゾーンや住宅ゾーン等に応じた
道路ネットワークを形成したい 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

●安全で快適な生活道路の確保 

狭隘道路の拡幅や行き止まり道路の解消、歩道
の整備により、安全で快適な生活道路の確保をめ
ざします。 

●幹線道路ネットワークの構築 

地区内外をつなぐ幹線道路である（仮称）遠藤葛
原線について、県道 42 号（藤沢厚木）・県道 22 号
（横浜伊勢原）間の早期整備による幹線道路ネット
ワークの構築をめざします。 

●地域特性にあった交通形態の形成 

 新たなまちづくりにあわせて、公共交通（バス路
線）の拡充や地区周辺を含めた路線の再編をめざし
ます。 

●地区内道路ネットワークの構築 

各ゾーンに適した幅員の道路を整備するととも
に、居住環境における生活道路を適切に配置する
ことで、地区内道路ネットワークの構築をめざしま
す。 

安
全
・
安
心 

防
災 

調整池や雨水排水施設を整備する 

安
心 

減
災 

誘致企業と協力し洪水対策をする 

企業誘致により、まちの防災・減災機
能を向上させる（一時避難場所・非常
用品の備蓄等） 

まちづくりにあわせた各種インフラの
整備（公共下水・ガス等） 

災害を拡大させないまちをめざす 

防
犯 

防犯設備を整備する（街灯・防犯灯・防
犯カメラ等） 

安
全 

道路施設を整備する（照明灯・カーブ
ミラー・ガードレール等） 

●施設等の整備による安全性・防犯性の向上 

●都市基盤の充実による防災機能の強化 

道路や公園、調整池、公共下水道、その他インフ

ラ（ガス等）等の都市基盤の充実により、防災機能

の強化をめざします。 

誘致する企業との協力により、防災・減災機能の

向上をめざします。 

●災害に強いまちづくり 

地震や台風等の自然災害に強いまちづくりをめ

ざします。 

防犯設備や道路施設の整備により、居住環境や

道路空間の安全性・防犯性の向上をめざします。 

更新したまちづくりの方針（案） まちづくりの方向性 

コミュニティバスや乗合タクシー等の
新たな交通手段を導入したい 

地域の特性や移動の需要をふまえて、地域と行政
の協力のもと新たな交通手段の検討・導入をめざし
ます。 

更新したまちづくりの方針（案） まちづくりの方向性 

斜面地の樹木による土砂災害の防止
等、自然を活かした防災・減災対策を
する 

自然環境が有する多様な機能を活かすグリーン

インフラの考え方を取り入れることで、災害リスク

の低減をめざします。 

赤文字は前回より更新した箇所 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

主な意見交換の内容をご紹介します！ 

4  

●事業手法は組合施行の土地区画整理事業を想定

しているのか。 

★事業手法はまだ決まっていないが、市としてはこ

れまでの事例を踏まえて組合施行を想定してお

り、市施行の土地区画整理事業の実施は考えてい

ない。 

-検討会委員から出されたご意見- -アドバイザー・事務局からの回答等- 

まちづくり基本構想（案）の策定に向けて検討を進めていきます！ 

まちづくり検討会では、『まちづくりの方針（案）』を踏まえて、土地所有者や地域にお住ま

いの方からご意見をいただきながら、令和6年度以降は、『ゾーニング（案）』等の検討を進めて

いきます。 

●これまで大型商業施設は誘致できないとの議論

があったが、居住者や通勤者等が利用できる生活

利便施設とはどのようなものか。 

★生活利便施設とは、スーパーやコンビニのような

日用品の販売を目的とした小型店舗を想定してい

る。（北部地区では、床面積 500ｍ2 以下に規制） 

●今後、事業の実施に向けては、メリット・デメリット

を提示した方が、土地所有者等の理解が得られる

のではないか。 

★今後、ゾーニング（案）や実現化方策の検討の中

で、事業手法などについて、メリット・デメリットを

含めて説明しながら進めていく。 

【まちづくりの方針（案）に関すること】 

●（仮称）遠藤葛原線の全線開通まで、時間を要する

とのことだが、西部地区のまちづくりへの影響は

ないか。 

★西部地区のまちづくりの完成までに、県道 42 号

（藤沢厚木）・県道 22 号（横浜伊勢原）間の開通が

必須となると考えている。 

【今後の検討内容や事業の実施に関すること】 

●第８回線引き見直しで新市街地ゾーンに設定した

として、西部地区全体（約 67.8ha）が市街化区域

となるのか。 

★市街化区域へ編入する候補地として、西部地区全

体を新市街地ゾーンに設定するが、市街化区域へ

の編入は将来的に土地所有者の意向を踏まえて、

事業を実施する区域を選定した上で決定する。 


